
標準審理期間（案） 

 

・審査請求書の提出（処分担当課で収受⇒法務管理課へ引継） 

  ↓ １週間 

・審査請求書の補正通知 

  ↓ ２週間    補正完了までに要する期間 １週間 

・審査請求書の補正完了         ※補正に要する期間は含まない。 

・処分庁への弁明書提出依頼（審理手続の開始） 

  ↓ ２週間 

・処分庁から弁明書提出 

・審査請求人へ反論書提出依頼 

  ↓ ２週間 

・審査請求人から反論書提出 

  ↓      審理手続に要する期間 ７週間 

（※審査関係人から口頭意見陳述） 

 ↓ ３週間 

・審理手続終了 

・審理員意見書提出 

  ↓ １週間 

・審査会への諮問の要否確認 

  ↓ ４週間 

・審査会へ諮問（第１回審査会開催） 

  ↓       諮問手続に要する期間 １３週間 

（※審査関係人から口頭意見陳述） 

  ↓ ８週間 

・審査庁へ答申提出（第２回審査会開催） 

  ↓ ２週間 

・審査庁による裁決   裁決に要する期間 ２週間 

 

 

     標準審理期間 ２３週間 ⇒ ６ヶ月 

 

 

※審査会は２回開催で答申を出す場合を想定 

※審査関係人が審理員・審査会への口頭意見陳述を行う場合には、それぞれ４週間を追加 


